
参加費

無 料

セミナー内容

お名前 事業所名

電話 メール
アドレス

2024年5月28日（火）

多賀町商工会館（犬上郡多賀町多賀230-1）

13時30分から15時30分まで

日 程

時 間

場 所

■お申込方法 ■　次のいずれかの方法でお申し込みください
 FAX（0749-48-2188）有線（2-2040）メール（tagacho@mx.bw.dream.jp）

■申込締切日■　2024年5月24日（金）

税務に関する豊富な知識と経験を持ち、分かりやすい
解説で参加者の疑問に答えます。

講師：井上立子　税理士

従業員を雇う事業主の皆さんが、今年6月からの源泉徴収の際にどのような事務作業が
必要になるのかを具体的にお伝えするセミナーです。
定額減税：所得税において、一定の額の控除を受ける制度です。具体的には、所得額を
問わず、納税額から一律に一定額を差し引くことで、納税者の負担を軽減する仕組みです。

主催 / 多賀町商工会 0749-48-1811


